
おかげ様で創業42年
！

不動産売買・管理・賃貸・相続支援コンサル不動産売買・管理・賃貸・相続支援コンサル
不動産のことなら．．．

889-4013
土曜・祝日営業中!!

受付中 （定員に達し次第、予約終了となります）

右のQRコードより24時間予約可能

※町指定医療機関で受診希望の場合は、直接医療機関へご予約ください。料金は医療機関により異なります。
※加入保険に関係なく受診できます。

▶受診に必要なもの

婦人がん集団検診
性のがん（子宮・乳）早期発見のために婦人がん検診を受けましょう。 Webまたは電話で予約して受診してください。女

保険証、がん受診券または40歳未満受診券、バスタオル

【問】 国保年金課　健康づくり班（ちむぐくる館）　☎889-7381

▶対　　象
40歳（昭和58年4月1日～昭和59年3月31日)
50歳（昭和48年4月1日～昭和49年3月31日）
60歳（昭和38年4月1日～昭和39年3月31日）
70歳（昭和28年4月1日～昭和29年3月31日）

▶申 込 み ❶ ちむぐくる館にて「歯周疾患検診受診券」を受け取る
　 必要書類 ： 本人確認書類（免許証等） ※生活保護受給の方は被保護証明書も必要です。
❷ 指定歯科医院へ直接電話予約

▶期　　間

▶申込期間
▶申込方法

令和６年３月31日まで

▶料　　金

▶指定歯科医院

1,000円 （町補助額3,500円）
生活保護受給者は無料

歯科医院名 電話番号
8 8 8 - 1 4 8 2
8 0 0 - 7 0 0 5
8 8 9 - 5 6 5 5
9 9 6 - 1 5 0 6
8 8 8 - 5 4 8 9
8 8 9 - 0 0 1 1
8 8 8 - 6 4 8 0
8 9 4 - 6 8 9 0
8 8 8 - 2 0 8 7

定歯科医院でお口のチェック(歯周疾患検診）ができます。指

み な み 歯 科
よなみね歯科クリニック医院
高 橋 歯 科 医 院
まじきな歯科クリニック
み の る 歯 科
け ん 歯 科 ク リ ニ ッ ク
メディカルプラザ歯科
メ イ プ ル 歯 科
オキナワ・デンタルオフィス

下記の生年月日に該当する方

歯周疾患検診
【問】 国保年金課　健康づくり班　☎889-7381

【Web】
健康づくり班 ☎889-7381  平日 8：30～17：00【電話】

健康アプリ「オーロラ」
縄県が提供する無料スマートフォンアプリ 「オーロラ」 が配信されています。

「ちょっとした健康づくり」をコンセプトにしており、健康づくりを気軽に始めることができます。
沖

【問】 国保年金課　健康づくり班（ちむぐくる館）　☎889-7381

健康づくりアプリ  オーロラ

※個別健診については、町指定医療機関で直接予約を取ってください。

ア　平成 6年 4月 2日以後出生した者。
イ　学校教育法に基づく 4 年制大学を卒業した者、若しくは令和 6 年 3 月 31 日ま
でに卒業見込みの者、又はこれと同等以上の学力があると認められる者。

※イの該当者は「中級行政」及び「初級行政」は受験できません。

検査項目 対象年齢 予約方法

子宮頸がん 20歳以上

乳がん 50歳以上
・Web予約
・事前電話予約

９月８日 （金）
10月10日 （火）　

検診日自己負担額

1,000円

０円

受付時間 検診場所

ちむぐくる館14：00～15：00

令和５年度 南風原町職員採用候補者試験
【問】総務課  ☎889-4415１.  試験区分･採用予定人数及び受験資格

2.  試験日（第一次試験）   令和５年９月17日（日）
3.  申 込 受 付 期 間　 令和５年７月24日（月）～８月９日（水）
　　　　　　　　　　　  （平日8：30～17：15まで）

職種・試験区分

行
　
　政
　
　職

採用予定人数 受験資格

若干名

上級行政Ⅰ

ア　平成 6年 4月 2日以後出生した者。
イ　最終学歴が学校教育法に基づく短期大学､高等専門学校を卒業した者、若しくは
令和 6 年 3 月 31 日までに卒業見込みの者、又はこれと同等の資格があると認
められる者。

※イの該当者は「上級行政Ⅰ」及び「初級行政」は受験できません。

中級行政

ア　平成 6年 4月 2日以後出生した者。
イ　最終学歴が学校教育法に基づく高等学校を卒業した者、又は令和 6 年 3 月 31
日までに卒業見込みの者。

※イの該当者は「上級行政Ⅰ」及び「中級行政」は受験できません。
初級行政

ア　昭和 63年 4月 2日以後出生した者。
イ　直近 8年間に同一の民間企業等における職務経験が継続して 5年以上ある者。

上級行政Ⅱ
（職務経験者）

ア　昭和63年 4月2日以後出生した者で、下記イ又はウに該当する者
イ　学校教育法に基づく 4 年制大学を卒業し（令和 6 年 3 月 31 日卒業見込みの者
を含む。）、建築に関する専門課程を履修した者

ウ　令和５年 8 月 1 日現在で、建築士（1 級又は 2 級）若しくは建築施工管理技士
（1級又は 2級）のいずれかの資格を有する者

建築職

ア　昭和 58年 4月 2日以後出生した者
イ　令和 5 年 8 月 1 日現在で、社会福祉士の資格を有し、直近 10 年以内に福祉相
談業務等の職務経験が通算 3年以上ある者

社会福祉士職

ア　昭和63年 4月2日以後出生した者で、下記イ又はウに該当する者
イ　学校教育法に基づく 4 年制大学を卒業し（令和 6 年 3 月 31 日卒業見込みの者
を含む。）、土木に関する専門課程を履修した者

ウ　令和5年8月1日現在で、土木施工管理技士（1級又は2級）もしくはＲＣＣＭ（機
械・電気電子・廃棄物を除く）のいずれかの資格を有する者

土木職

若干名

若干名

若干名

若干名
ア　昭和 63年 4月 2日以後出生した者
イ　学校教育法に基づく大学等（短期大学を含む。）で考古学に関する専攻課程を履
修した者（令和 6 年 3 月 31 日卒業見込みの者を含む。）で学芸員資格を有する
者 (令和 6年 3月 31日までに取得見込みの者を含む。）

学芸員職（考古）

※建築職、土木職及び社会福祉士職において、教養試験・専門試験はありませんので特別な公務員試験対策をしていない方でも
　受験しやすい内容となっています。

詳しくはホームページを
ご確認ください。

申し込みフォーム

※国民健康保健加入者を対象にしています。
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